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１ 趣旨 

群馬県では、地域の食品製造物及び農林水産物を活用した魅力ある地場産

品や加工食品が数多く作られています。しかしながら、近年における消費者

ニーズや流通形態の多様化等により、新たな需要の掘り起こしが求められて

おります。また、昨年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい

る出展事業者もいることから、新しい生活様式を創造する with コロナ時代

におけるこの商談会を通じて出展事業者が活気に満ちて、今後の継続的な企

業存続に繋がることを目指していきます。 

そこで、新たな販路拡大に挑戦する事業者のための個別商談や多様な事業

者との意見交換の場を設けることで、この状況下においても商取引の拡大と

地場産品の利用推進を図るため、「美味しい群馬再発見！ビジネス商談会２

０２１」を開催いたします。 

 

２ 主催 

群馬県商工会連合会 

 

３ 募集対象者 

＜出展希望事業者（サプライヤー）＞ 

群馬県内の食品製造物及び農林水産物を原料として製造、生産された加工

品の販路拡大や新商品開発に取り組む県内の食品製造業者、農林漁業者、６

次産業化に取り組む生産者等で、FCPシートの提出が可能な事業者とします。 

＜バイヤー事業者＞ 

群馬県内の魅力ある加工品やこだわりのある地場産品等に関心のある事

業所（スーパー、小売、食品卸、ホテル・旅館、道の駅、百貨店、料亭、飲

食店、等）及び加工品、地場産品等の取り扱いが可能な通販事業者。 

４ 募集数 

  出展事業者（サプライヤー）２５社、バイヤー２０社程度 

※出展希望が多数の場合は、主催者で出展事業者を調整する場合がございま

すので、予めご了承ください。 
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５ 開催概要 

 （１）開催日時 

令和３年１０月２０日（水）１３：００～１７：３０ 

 

（２）会  場   

ホテルラシーネ新前橋（前橋市古市町１－３５－１）ＪＲ新前橋駅前 

 

（３）実施方法 

「アポイント型個別商談会」 

主催事務局が出展事業者（サプライヤー）とバイヤー双方から事前に

ニーズを把握・調整し、商談プログラムを作成して実施します。そのた

めに、商談したいバイヤー、商談商品を取り扱う可能性のあるバイヤー

との商談が確実に可能となります。また、事前に商談相手が分かること

で、適格な商談準備が可能となります。 

商談会場では、バイヤーが固定着席し、出展事業者がバイヤー席に移

動していただきます（１社あたりの商談時間は３０分程度を予定してい

ます）。なお、商談のタイムスケジュールは主催者で決定し、事前に通知

いたします。 

 

６ 出展申込 

（１）出展申込期限 令和３年８月２４日（火）必着 

 

（２）出展事業者 ２５社程度を予定 

 

（３）出展手数料 

５０，０００円／１事業者あたり 

※商談会開催会場までの旅費、商品展示に係る陳列商品輸送代等は参

加者負担とします。なお詳細については後日開催の出展事業者説明会

にてご連絡いたします。 

（４）出展応募方法 

出展申込書に必要事項を記入の上、MAIL または FAX にてお申込み

ください。なお、書類審査（出展申込書）により出展事業者を選定さ

せていただきます。また食品等に係る認定・認証を有する事業者（６

次産業化認定事業者、経営革新計画・農商工連携・地域資源活用事業

計画等認定等）については、優先的に参加できるよう取り計らいます。 
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（５）出展申込先 

群馬県商工会連合会 広域支援センター 清水・片貝 

〒371-0047 群馬県前橋市関根町 3-8-1 

TEL：027-231-9779 (代表) FAX：027-234-3378 

    Mail:k_center@gcis.or.jp 

 

７ 参加に係る留意事項 

 

（１）申込者が多数の場合は主催事務局の選定とします。 

 

(２) 商談会は各種バイヤーとの商談機会を提供するもので、商談成約を 

確約するものではありません。 

 

（３）参加事業者はアンケートや成約状況調査のご記入をお願い致します。 

 

（４）参加申込情報等は、本商談会の実施・運営、アンケート等による調

査・研究、メール等による参考情報の提供、ご質問・お問合せ、本会か

らの照会、その他のお取引を適切かつ円滑に履行するための対応に利

用することがあります。 

  

（５）新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催内容等に急遽変更

が生じる場合があります。 

 

（６）この要綱に定めるもののほか、商談会の実施に関し必要な事項は、主

催者が別に定めることとします。 

 

     

 


